
申告相談はお早目に！
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所得税と町県民税の申告受付が、2月16日（月）から3月16日（月）まで行われます。
この期間中、佐原税務署と町では申告相談を受け付けています。
また、2月21日（土）・22日（日）の2日間は、町による休日相談を行います。
平日は仕事などで相談に行けないという方は、この日をご利用ください。
なお、この2日間は、電話での相談はできませんのでご注意願います。
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日　時 ２月１６日（月）～３月１６日（月）

休日相談
午前９時～正午、午後１時～５時

会　場 役場２階　第４会議室

申告相談は 2 月 16 日（月）から

日　時

会　場

  http://www.e-tax.nta.go.jp/

国･県･町が共同で行う確定申告相談 e-Tax〔イータックス〕をご利用ください

（月） 316（月）

【申告に必要なもの】

【受付方法】

●医療費や事業経費などの金額は、必ず事前に計算しておいてください。
● 土地、建物、株式等の譲渡所得や山林所得がある人は、直接佐原税務署で申告して
ください。（申告書の提出のみ、町でも受け付けます。）
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